
 
 



 

ここでは、「可児市市民参画と協働のまちづくり条例」による

開発協議の行い方、進め方について記述してあります。条例の他

に規則及び開発協議要綱を盛り込んでまとめてありますので、必

要に応じてそれぞれの内容を確認して下さい。 



 



 

 



 



 

開発手続の流れ(開発協議～開発許可）

＜開発協議（まちづくり条例）＞ （開発地が農振農用地、農地の場合）

＜開発許可（都市計画法）＞

完了済証（開発協議）
検査済証発行（開発許可）

着　　　工（着工届提出）

完了検査

農振除外決定

農地転用申請

完了（完了届提出）

農振除外申請

【締切】5月、11月の月末

農地転用許可

【対象】3,000㎡以上の開発又は農振農用地で
の1,000㎡以上の開発

都計法32条同意・協議申請

都計法29条開発許可申請

開発許可

検討結果通知

【締切】年4回（2月、5月、8月、11月の月末）

指示事項の回答書

開発協定書締結

土地利用協議申請

開発基準協議申請

意見照会

指示通知書

都計法32条同意書、
協議経過書の発行

同時

同日



 


